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●研修２「教育課程の編成等について」説明します。
●まず、義務教育学校の前期・後期については、それぞれ、小学校、中学校の学
習指導要領を準用することが学校教育法施行規則に示されていることを申し
添えます。



●特別支援学級等における特別の教育課程の編成について説明します。
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●特別支援学級の教育課程を検討するポイントは、次の４つです。
●時間の都合上、詳細に触れることができませんので、参照ページのスライ
ドについては、お時間があるときに御覧おきください。
●１点目、特別支援学級は、連続性のある多様な学びの場の一つであり、必
要があるときのみ在籍する学びの場であること。
●２点目、特別支援学級は、特別の教育課程を編成することができるという
こと。
●３点目、その特別の教育課程では、必ず自立活動を取り入れること。
●４点目、児童生徒の障がいの程度や実態等に応じて編成するということで
す。
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●通級による指導の教育課程のポイントにも触れておきます。
●１点目、通級による指導は、連続性のある多様な学びの場の一つであり、
通常の学級に在籍しながら、一部特別な指導を受ける学びの場であること。
●２点目、通級による指導を利用する場合は、特別支援学級と同様に特別の
教育課程を編成することができること。
●３点目、特別の教育課程を編成する場合は、自立活動の内容を参考とする
こと。
●４点目、通級による指導の標準年間指導時間は、年間３５～２８０単位時
間です。１週当たりにすると、１時間から最大８時間になること。
●ただし、LD・ADHDのある児童生徒の場合は、月１単位時間でも指導上の効
果が期待できる場合があることから、年間１０単位時間が下限とされていま
す。
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●ここからは、特別の教育課程の編成について具体的に説明していきます。

●これは各学校にも配付している「特別支援学級担任及び通級による指導担
当教員ハンドブック」の21ページに記載してある「特別の教育課程の編成の
関係をまとめたもの」です。今回はそれに編成例をいくつか追加し、四角囲
みで番号を振っています。

●特別の教育課程を編成する場合は、はじめに「知的障がいがある場合」と
「知的障がいがない場合」に大きく分けて考えます。まずは、「知的障がい
がない場合」、小中学校の各教科で指導する教育課程（通称：準ずる教育課
程）について説明します。
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●四角１は、通常の教育課程と自立活動で編成した中学校の例です。中学校
の各教科で指導するので、「日常生活の指導」や「生活単元学習」などの
「各教科等を合わせた指導」を行うことはできません。
●「各教科等を合わせた指導」を行わない理由は、知的障がい特別支援学校
の教科で指導を行っていないからです。「各教科等を合わせた指導」は、知
的障がい特別支援学校の教科で指導する場合のみ行うことができるものです。
特別支援学級は「必ず合わせた指導を行うもの」というイメージを持たれて
いることがありますが、それは誤りです。

●この例では、特別の教科道徳、特別活動、総合的な学習の時間が加わりま
す。
●小中学校に在籍している場合、学年に応じて特別の教科道徳、特別活動、
総合的な学習の時間、外国語活動が加わります。これらは、今後説明する全
ての例で該当します。
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●四角２－①は、中学生が通常の学級の教育課程と下学年の教育課程と自立
活動で編成した例です。
この場合も「各教科等を合わせた指導」を行うことはできません。
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●四角２－②は２－①の類似パータンです。２－➀は、数学の一部を小学６
年生に代替していましたが、この例では、数学の全てを小学６年生に代替し
編成しています。この場合も当然、「各教科等を合わせた指導」を行うこと
はできません。
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●四角3は、６年生の児童が、各教科の全てを下学年で代替して編成した例で
す。この場合も「各教科等を合わせた指導」を行うことはできません。
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●繰り返しになりますが、これまで説明してきた小中学校の各教科で指導す
る四角1～３の場合は「各教科等を合わせた指導」（日常生活の指導や生活
単元学習等）を行うことはできませんのでご注意ください。

●次からは、知的障がい特別支援学校の各教科を取り扱う例が出てきますの
で、知的障がい特別支援学校の各教科について説明します。
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●知的障がい特別支援学校小学部は、生活、国語、算数、音楽、図画工作、
体育の６教科で構成されています。外国語活動については、必要がある場合
に加えて編成することができます。
●これらの教科を６年間を通して履修します。小学校のように、理科や社会
科、家庭科がありませんが、生活にそれらの内容を含みます。そのため、知
的障がい特別支援学校の生活科は、小学校の教科にある生活科とは異なり、
「金銭の扱い」という内容などもあります。
●目標や内容は、学年ごとではなく、段階別・３段階で示されています。ま
た、３段階の内容を習得し、目標を達成している場合には、小学校の教科や
外国語活動の目標及び一部を取り入れることができます。
●段階別に示す理由は、発達期における知的障がいの状態は、同じ学年でも
個人差があり、学力や学習状況も一人一人異なるからです。
●資料として、特別支援学校学習指導要領の各教科編(QRコード)を載せてい
ますので、後ほど目標や内容を確認されてください。
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●次に、中学部の教科は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業・
家庭の８教科で構成され、外国語科は必要がある場合に加えることができます。
●小学部と同様、目標や内容は学年ごとでなく段階別に示してあり、中学部は
２段階に分かれています。外国語科には、段階はありません。

●知的障がい支援学校の各教科について、概要をお話ししましたが、詳細は、特
別支援学校学習指導要領解説各教科編（小学部・中学部）をお読みください。
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●次に各教科等を合わせた指導について説明します。

●知的障がい者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、
児童生徒の学校での生活を基盤として、学習や生活の流れに即して学んでいく
ことが効果的であることから、特に必要があるときは、知的障がい特別支援学
校の各教科等を合わせて授業を行うことができます。

●日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業学習などがそれにあたり
ます。

【授業時数】

取り扱われる教科等の内容を基に、児童生徒の知的障がいの状態や経験等に
応じて、具体的に指導内容を設定し、指導内容に適した時数を配当することが
大切です。

指導に要する授業時数をあらかじめ算定し、関連する教科等を教科別に指導
する場合の授業時数の合計と概ね一致するように計画する必要があります。

【学習評価】

各教科の目標に準拠した評価の観点による学習評価を行うことが必要です。

※詳しくは特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）P
３５を参照
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●ここからは、知的障がいがあり、「知的障がい特別支援学校の各教科を取
り入れた場合の教育課程」です。
● 四角４は小学５年生の例です。ここでは、図画工作や家庭などを当該学
年、社会と理科を下学年に代替、国語と算数を知的障がい特別支援学校の教
育課程に替えて編成しています。
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●四角５は、中学校の例です。美術、音楽などは当該学年、国語や数学などを
知的障がい特別支援学校の教育課程で実施しています。
●この例の場合は、生徒の発達段階に合わせて、理科や社会の内容を「小学部
の生活科」に替えて指導しています。「小学部生活科」は基本的に社会科、理科、
家庭科の内容に関連していますので、「小学部生活科」に替えて指導すること
ができます。
●この例では、小学部の国語科、算数科、生活科を合わせて日常生活の指導、
それに中学部の職業・家庭科を合わせて作業学習を実施しています。
●何度も繰り返しますが、くれぐれも小中学校の各教科と合わせることがない
ように注意してください。
●この図を例にすると、中学部職業・家庭と中学校の教科である保健体育を
合わせることはできません。
●知的障がい特別支援学校の各教科を合わせた指導は、「合わせることがで
きる」なので、合わせる指導が基本ではなく、児童生徒の実態により設定する
ようにしてください。
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●四角6－①は、小学4年生の例です。図画工作や体育を下学年に代替し、その
他の教科を知的障がい特別支援学校の教育課程で編成しています。この例の場
合、小学部国語科、小学部算数科、小学部生活科を取り入れていますが、各教科
等を合わせた指導を取り入れていません。

●前ページでもお伝えしましたが、知的障がい特別支援学校の教科を取り入れ
るからといって、必ず「各教科等を合わせた指導」（日常生活の指導や生活単元
学習等）を行う必要はなく、各教科で学習を進める場合もあります。
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●四角６－②は、６ー①と似たパターンですが、各教科等を合わせた指導を
取り入れた例です。
●そもそも知的障がい特別支援学校の小学部の教科には、社会科と理科はな
く、「小学部生活科」が基本的に社会科、理科の内容に関連しています。
●社会科や理科の指導については、児童生徒の学習や発達段階に合わせて、
内容を「小学部の生活科」に替えて編成し、指導するということになります。
●このパターンでは、さらに小学部国語科・算数科と合わせて生活単元学習
を行っている例となります。
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●四角７は全ての教科を知的障がい特別支援学校の教育課程で編成した、小
学１年生の例です。

●ここでは、各教科等を合わせた指導を２例掲載しています。

●左側は、国語科「発表活動など」、算数科「カレンダーなど」、生活科「
基本的生活習慣（身だしなみなど）」を合わせて日常生活の指導を行ってい
る例です。

●各教科を合わせた指導は、それぞれ、どの教科等の内どの容を合わせてい
るか明らかにすることが必要であるからです。

●単に合わせることがないよう留意しておく必要があります。
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●これは重度重複障がいのある小学校２年生の例で、自立活動を主とした教
育課程を提示しています。
●重度重複障がいのある児童生徒の場合、自立活動を主とした教育課程を編
成することが多くなります。
●ポイントにもあるとおり、重複障がい者のうち障がいの状態により、特に
必要がある場合は各教科を自立活動に替えて指導することができます。
●ここでは、図画工作と体育の半分を自立活動に替えています。
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●四角１～８までの例を提示しましたが、教育課程の編成は児童生徒の学習
の状況や発達段階により、無数のパターンが考えられます。例に挙げたもの
はほんの一部です。
●このシートを教育課程を考える材料として活用いただき、細かい部分を他
の特別支援学級の担任や教務主任、保護者等と検討して、個に応じた適切な
教育課程の編成と実施をお願いできればと思います。
●教育課程の編成につきましては、①～③の資料なども参照ください。
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●次に教科書の選定についてです。
●小・中学校特別支援学級においては、学校教育法附則第９条及び学校教育
法施行規則第１３９条の規定に基づき、検定済教科書以外の教科書を選定す
ることができます。
●特別支援学級で使用する教科書は、教育目標や各教科等の指導内容を十分
に吟味し、児童生徒一人一人の学習の状況や障がいの状態に応じて適切なも
のを選定します。
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●特別支援学級では、児童生徒の実態から、スライドに示す多様な教科書の
選定が考えられます。検定済教科書の当該学年用以外の教科書を使用する場
合は、まずは検定済教科書の下学年のもの又は著作教科書の選定を検討しま
しょう。
●中段の文部科学省著作教科書とは、文部科学省において著作・編集された
教科書を指します。

●最後に一般図書についてです。一般図書には、検定済教科書を点訳した点字
本、弱視児童生徒のために検定済教科書の文字や図形を拡大して見やすく再構
成した拡大教科書、一般に市販されている絵本などが含まれます。
●検定済教科書、著作教科書のいずれの教科書も児童生徒の実態に合ってお
らず、学校教育法附則第９条の規定により一般図書（絵本など）を選定する
必要がある場合、採択権者が、教科の主たる教材として教育目標の達成上適
切な図書を採択することとなっています。

※点字本（検定済教科書を点訳したもの）や拡大教科書の区分
通常の学級の児童生徒が使用する場合：教科用特定図書
特別支援学級・特別支援学校の児童生徒が使用する場合：一般図書
通常の学級の児童生徒は、文部科学省著作教科書や一般図書を授与できない
ため。
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●次に、交流及び共同学習について説明します。
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●交流及び共同学習は、特別支援学級、通常の学級どちらの児童生徒にとっ
ても、経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを
尊重しあう大切さを学ぶ機会となるなど大きな意義があります。
●関係法令等については、スライドに示すとおりです。
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●特別支援学級の児童生徒が交流及び共同学習を行う場合、その活動場所が
どこであっても、在籍する特別支援学級の授業として位置付けられます。
●したがって、特別支援学級の児童生徒が十分に授業に参加できるように、
特別支援学級担任は学級・教科担任と事前準備や打合せ等を綿密に行う必要
があります。
●交流及び共同学習を行う場合、交流学級の学級・教科担任任せになっては
いけません。
●特別支援学級の児童生徒が、交流学級で同級生と一緒にいるだけで終わる
ことなく、学習内容が分かり、授業に参加している実感・達成感を持ちなが
ら充実した時間を過ごせているかどうか、教師間の連携を図ることが大切で
す。
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●特に共同学習の場合、特別支援学級担任は、次の点に留意します。
●交流学級で受ける授業の学習内容をよく把握すること。
●交流学級で受ける各教科等の指導目標及び評価の観点を学級・教科担任と
相談しながら決めること。
●特別支援学級の児童生徒がどのように学習に参加するかを学級・教科担任
と相談しながら決めること。
●特別支援学級の児童生徒が十分に学べるように教材等を作成すること。
●交流学級を指導する学級・教科担任が、提供可能な合理的配慮を確認する
こと。
●特別支援学級の児童生徒の学習について、教科指導の観点で学級・教科担
任から評価を得るとともに、指導目標の達成について、良い点や可能性、進
歩の状況などは、特別支援学級担任が評価することも可能です。
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おわりに
●教育課程は、障がいの有無にかかわらず、どの児童生徒にとっても、教育目
標を達成するための重要な教育計画です。
●一人一人の教育的ニーズに応じて、適切に編成されなければなりません。
●オーダーメイドですが、一定の決まりがあることも理解いただけたと思います。
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●特殊教育から特別支援教育への転換が図られたのは、平成１９年です。
●これは、平成１９年４月１日に文科省から出された「特別支援教育の推進
について」という通知にある特別支援教育の理念の一部です。特別支援教育
法令の変更が様々に行われ、特別支援教育の理念や学校現場での体制整備に
ついて、この通知で述べられました。
●この中で、特別支援教育とは「障がいのある子供の自立や社会参加に向け
た主体的な取組を支援する視点に立ち、子供一人一人の教育的ニーズを把握
し、その持てる力を高め、生活や学習の困難を改善又は克服するために、適
切な指導及び必要な支援を行うもの」と示されています。
●ここで大切なのは、まず、自立と社会参加の視点を持つことです。小中学
生の段階で、自立と社会参加はまだ先のことだと感じるかもしれませんが、
常に長期的なビジョンを持ち、目の前の子供の育ちを考えることが大切だか
らです。
●また、特殊教育の時代には、障がいのある子供の教育は特殊学級や養護学
校の限られた場で行う教育を指していましたが、特別支援教育では、発達障
がいのある子供を含む、特別な教育的ニーズのある子供に対して適切な指
導・支援を行うものとされました。
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●特別支援教育は、知的に発達の遅れのない学習障がい（LD）・注意欠陥多
動性障がい（ADHD）・高機能自閉症等の「発達障がい」も含めて、教育上特
別な支援を必要とする子供が在籍するすべての学校において実施されるもの
です。
●さらに、特別支援教育は、障がいのある子供への教育にとどまらず、障が
いの有無やその他の個々の違い、つまり多様性を認識しつつ、様々な人々が
生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現
在及び将来の社会にとって重要な意味を持っています。
●このことからも、特別支援教育に携わる私たちは、多様性を理解し、認め、
将来、共生社会を形成することができる子供たちを育てる使命感を持って取
り組んでいく必要があります。
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●この図は、文科省が示した義務教育段階の連続性のある多様な学びの場の
図です。
●図の下から４段は通常の学級で、ニーズの高さに応じて、下段から順に通
級による指導、特別支援学級、特別支援学校、訪問教育と学びの場が変化し
ます。
●通級による指導、特別支援学級が連続性のある多様な学びの場のどこに位
置するのかを、確認いただけたと思います。
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●それでは、まず、特別支援学級の位置づけや特別な教育課程の概要につい
て解説します。
●特別支援学級を設置する法的根拠は、この学校教育法第８１条です。
●対象になる障がい種は、スライドにあるとおりです。ここには、含まれな
い学習障がいやADHDは規定により、通級による指導の対象です。
●特別支援学級は、これらの障がい種別ごとの少人数学級で、子供一人一人
に応じた教育を行います。対象となる障がいの程度は通知で定められていま
す。
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●ここからは、小学校の特別支援学級を例に、教育課程について説明をし
ていきます。
●特別支援学級が特別の教育課程を編成できることは、学校教育法施行規
則第１３８条に規定されています。
●特別支援学級は、障がいのない児童生徒に対する教育課程を適用するこ
とが適当でない場合があるため、特別の教育課程を編成することができま
す。
●留意すべき点は、この規定により、特別支援学級において特別の教育課
程を編成して教育を行う場合であっても、特別支援学級は小･中学校、義務
教育学校に設置された学級であるため、学校教育法に定める小・中学校、
義務教育学校の目的･目標を達成する必要があります。また、各教科や特別
の教科である道徳、総合的な学習の時間などを取り扱うことやそれぞれの
授業時数についても、小中学校の目的・目標を参考にすることが必要です。

【参考】
学校教育法施行規則 第百三十八条
小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別
支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第五十条第一項、
第五十一条、第五十二条、第五十二条の三、第七十二条、第七十三条、第七十四
条、第七十四条の三、第七十六条、第七十九条の五及び第百七条の規定にかかわ
らず、特別の教育課程によることができる。
「第50条1項」 小学校の各教科及び領域による教育課程編成
「第51条」 各教科、領域の授業時数並びに各学年の総授業時数
「第52条」 そのほか、小学校学習指導要領による教育課程編成
「第72条～74条」 第50条～52条と中学校において同旨であること
「第79条」義務教育学校の規定
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●学習指導要領には、特別支援学級で実施する特別の教育課程の編成に係る
基本的な考え方が示されています。
●（ア）では、特別支援学級においては、自立活動を教育課程に位置づける
必要があると述べています。「してもしなくてもよい」ではなく、必ず行う
ということです。
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●（イ）では、学級の実態、児童の障がいの状態や特性及び心身の発達の段
階等を考慮の上、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の「重複障害者
等に関する教育課程の取扱い」を参考にし、各教科の目標や内容を下学年の
教科の目標に替えたり、知的障がい者である児童に対する教育を行う特別支
援学校の各教科に替えたりするなどして、実態に応じた教育課程を編成する
ことが規定されています。
●これらの特別の教育課程に関する規定を参考にする際であっても、特別支
援学級は、小学校の学級の一つであり、通常の学級と同様、各教科、特別の
教科道徳、外国語活動及び特別活動の内容に関する事項は特に示す場合を除
き、いずれの学校においても取り扱うことが前提となっていることを踏まえ
る必要があります。
●その上で、なぜ、その規定を参考にするということを選択したのか、保護
者等に対する説明責任を果たしたり、指導の継続性を担保したりする観点か
ら、理由を明らかにしながら教育課程の編成を工夫することが大切です。こ
のことは、教育課程を評価し改善する上でも重要です。
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●次に通級による指導について説明します。通級による指導とは、通常の
学級に在籍する障がいのある児童生徒が、各教科等の大部分の授業を通常
の学級で受けながら、一部の授業について、障がいに応じた特別の指導を
通級指導教室といった特別な場で受ける指導形態のことです。
●通級による指導は、学校教育法施行規則第１４０条に基づいて行われま
す。
●「言語障がい者、自閉症者、情緒障がい者、弱視者、難聴者、学習障が
い者、注意欠陥多動性障がい者、その他障がいのある児童生徒」で、特別
の教育課程による教育を行うことが適当なものが対象です。
●なお、知的障がい者については、知的障がい者に対する学習上又は生活
上の困難の改善・克服に必要な指導は、生活に結びつく実際的・具体的な
内容を継続して指導することが必要であることから、一定の時間のみ取り
出して行うことにはなじまないことを踏まえ、現在、通級による指導の対
象とはなっていません。



●通級による指導を行い、特別の教育課程を編成する場合は、「特別支援学
校小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活動の内容を参考とし、具
体的な目標や内容を定め、指導を行うものとする。」という規定があります。
●したがって、通級による指導では、特別支援学校学習指導要領に示される
内容を参考にし、自立活動を指導することになります。
●児童生徒一人一人の障がいの状態を把握し、自立活動の６区分２７項目の
内容を組み合わせて具体的な指導内容を設定した個別の指導計画を作成して、
指導目標や指導内容を定める必要があります。
●なお、２つ目のマルにあるように通級による指導については、単に各教科
の学習の遅れを取り戻すための指導など、通級による指導とは異なる目的で
指導ができると解釈されることのないよう、「特に必要があるときは、障が
いの状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら行うことができる」と改正
されています。
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●通級による指導の授業時数は、ＬＤ・ＡＤＨＤのある児童生徒については、
年間１０～２８０単位時間、他の障がい種のある児童生徒については、年間
３５～２８０単位時間を標準としてあります。
●ＬＤ・ＡＤＨＤのある児童生徒については、月１単位時間程度でも指導上
の効果が期待できる場合があることから、年間１０単位時間が下限とされて
います。
●通級による指導を受ける児童生徒に係る週当たりの授業時数については、
当該児童生徒の障がいの状態等を十分考慮して、負担が過重とならないよう
配慮することが必要です。
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●特別支援学級の指導要録（様式２）について、各教育委員会で定められた様式
がない場合は、次のようになります。
●教育課程が準ずる課程（当該学年又は下学年の教育課程）の場合は評価は観
点別の評価となり、小学３年生以上は評定も出します。
●その場合、通常の学級の様式又は、視覚・聴覚・肢体不自由・病弱特別支援学
校用の様式を使用します。
●知的障がい特別支援学校の教科を取り入れている場合は、その教科の評価
は記述となり、知的障がい特別支援学校用の様式を使用します。
●当該学年（下学年）の教育課程＋知的障がい特別支援学校の教育課程で編成
している場合は、どちらの教科を学習しているかがわかるように、知的障がい
特別支援学校の教科で指導している場合には知的障がい特別支援学校用の様
式、小中学校の教科で指導している場合には、通常の学級の様式に記入します。
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●自立活動の評価は、どの学級においても記述となります。
●使用する様式により記入欄が異なります。
●通常の学級の様式を使用する場合は、自立活動の記録の欄はないので、総合
所見及び指導上参考となる諸事項の欄に記入します。


